
県下三大戎祭のひとつとして知ら
れる下市の初市。露店が軒を連ね、
客引きの威勢の良い声やチンドン
屋の軽快な音、大勢の人の笑顔と
笑い声が街中に溢れました。

県下三大戎祭のひとつとして知ら
れる下市の初市。露店が軒を連ね、
客引きの威勢の良い声やチンドン
屋の軽快な音、大勢の人の笑顔と
笑い声が街中に溢れました。
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晴
天
に
恵
ま
れ
た
２
月
12

日
の
日
曜
日
、
蛭
子
神
社
の

祭
礼
と
と
も
に
『
初
市
』
が

開
か
れ
、
例
年
以
上
の
人
で

賑
わ
い
ま
し
た
。
今
年
は
、

歴
史
あ
る
伝
統
の
祭
を
盛
り

上
げ
継
承
し
よ
う
と
、
初
市

実
行
委
員
会
（
会
長
　
東
奈

良
男
町
長
）
を
立
ち
上
げ
、

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ

れ
ま
し
た
。
　

　
午
後
２
時
頃
、
車
両
通
行

止
め
と
な
っ
た
国
道
３
０
９

号
を
、「
ワ
ッ
シ
ョ
イ
・
ワ

ッ
シ
ョ
イ
」
と
威
勢
の
良
い

掛
け
声
を
響
か
せ
、
８
基
の

子
ど
も
神
輿
が
街
中
を
練
り

歩
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
蛭
子

神
社
前
に
は
、
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ご
ん
た
く

ん
と
、
そ
の
友
達
が
現
れ
、

写
真
を
撮
ろ
う
と
多
く
の
人 春

を
呼
ぶ
『
初
市
』
盛
大
に

春
を
呼
ぶ
『
初
市
』
盛
大
に

が
詰
め
掛
け
ま
し
た
。
恒
例

と
な
っ
た
大
抽
選
会
や
、
商

工
会
青
年
部
と
女
性
部
等
に

よ
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー
、

下
市
元
気
印
朝
市
や
栃
原
道

し
る
べ
に
よ
る
新
鮮
野
菜
な

ど
の
販
売
。
大
淀
・
天
川
・

黒
滝
か
ら
も
参
加
い
た
だ
き

地
場
産
品
が
展
示
販
売
さ
れ

る
な
ど
、
初
市
は
大
い
に
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、

今
年
初
め
て
特
設
ス
テ
ー
ジ

を
設
置
し
、
天
川
村
「
和
太

鼓
龍
王
」
に
よ
る
、
勇
壮
な

太
鼓
演
奏
が
披
露
さ
れ
、
大

勢
の
人
が
ス
テ
ー
ジ
を
見
つ

め
ま
し
た
。
蛭
子
神
社
に
は
、

家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
を
願

う
参
拝
者
が
福
を
求
め
訪
れ

ま
し
た
。
初
市
が
終
わ
る
と

下
市
に
も
春
が
や
っ
て
き
ま

す
。

天川『和太鼓龍王』

下市元気印朝市栃原道しるべ

黒滝村

天川村

商工会

せんとくんと大淀町よどりちゃん

吉野町ピンクルちゃん

獅子神楽

2/12

自衛隊入隊される大津雄介さんを激励自衛隊入隊される大津雄介さんを激励

　いつ起こるかわからない災害に備え、下市
幼稚園で参観中の火災発生を想定した避難訓
練が実施されました。火災発生を知らせる緊
急放送が流れると、園児たちは静かに放送を
聴き、担任の指示に従って、ハンカチで口を
覆い遊戯室へ避難しました。避難の様子を見
守っていた消防署員は「避難するときは、押
さない・走らない・喋らない・戻らない。こ
の４つの約束をしっかり守ってください」と
話しました。
　また、園児たちは煙体験ハウスで、煙の恐
ろしさを体験し、保護者の皆さんは消火器を
使用して消火訓練を行いました。

　
初
市
を
３
日
後
に
控
え
た
２

月
９
日
、
下
市
蛭
子
神
社
総
代

ら
５
名
が
、
祭
典
に
灯
さ
れ
る

御
神
火
を
授
か
る
た
め
、
兵
庫

県
西
宮
市
に
あ
る
西
宮
神
社
を

参
拝
し
ま
し
た
。

　
西
宮
神
社
は
、
福
の
神
と
し

て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
え
び
す
様

を
祀
る
神
社
の
総
本
社
で
す
。

　
商
業
の
神
と
し
て
霊
験
あ
ら

た
か
で
あ
る
蛭
子
命
が
下
市
蛭

子
神
社
に
鎮
座
さ
れ
て
以
来
、

鎮
座
地
で
あ
る
本
町
区
の
氏
子

下市幼稚園で保育参観中の
　火災を想定した避難訓練を実施
下市幼稚園で保育参観中の
　火災を想定した避難訓練を実施

　自衛隊入隊予定者の激励会が役場町長室で行
われました。入隊激励会には奈良地方協力本部
の齋藤本部長をはじめ、五條地域事務所の西尾
所長と畠山副所長が同席し、本町にお住まいの
大津雄介さん（19）が自衛隊入隊を町長に報告
しました。
　東町長は「苦労も多いと思うが、日本の為に
活躍されることを期待しています」と激励した
ほか、齋藤本部長が「国民の生命と財産を守る
大切な仕事です。厳しい訓練ですが頑張ってく
ださい」と激励されました。
　自衛隊に入隊される大津さんは、３ヶ月間の
基本教育を受けたあと、希望する専門部隊でさ
らに３ヶ月間の教育を受け、その専門部隊に就
きます。大津さんは「自衛官の鑑になれる自衛
官になりたいです」と入隊に強い意志を示され
ていました。

西
宮
神
社
で
御
神
火
を

授
か
る
下
市
蛭
子
神
社

総
代
ほ
か
役
員
た
ち

西
宮
神
社
で
御
神
火
を

授
か
る
下
市
蛭
子
神
社

総
代
ほ
か
役
員
た
ち

ら
に
よ
っ
て
蛭
子
神
社
の
祭
典

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日

は
、
上
　
氏
子
総
代
代
表
を
は

じ
め
、
桶
谷
本
町
区
長
や
、
冨

士
川
初
市
実
行
委
員
会
副
会
長

ら
が
祈
祷
を
受
け
、
蛭
子
神
社

祭
典
の
無
事
や
、
参
拝
者
の
家

内
安
全
と
商
売
繁
盛
を
祈
願
し

玉
串
を
奉
納
し
ま
し
た
。
こ
の

後
、
西
宮
神
社
で
授
か
っ
た
御

神
火
は
、
下
市
へ
大
切
に
持
ち

帰
ら
れ
、
宵
宮
祭
に
神
前
へ
灯

さ
れ
ま
し
た
。

しもいちの話題
2/9

2/31/20
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・
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ど
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市
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が
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ま
し
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。
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家
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全
、
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う
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者
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初
市
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と

下
市
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守っていた消防署員は「避難するときは、押
さない・走らない・喋らない・戻らない。こ
の４つの約束をしっかり守ってください」と
話しました。
　また、園児たちは煙体験ハウスで、煙の恐
ろしさを体験し、保護者の皆さんは消火器を
使用して消火訓練を行いました。

　
初
市
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日
後
に
控
え
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２

月
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、
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市
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総
代
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５
名
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、
祭
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御
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宮
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の
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れ
て
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る
え
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す
様

を
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の
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す
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氏
子

下市幼稚園で保育参観中の
　火災を想定した避難訓練を実施
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　自衛隊入隊予定者の激励会が役場町長室で行
われました。入隊激励会には奈良地方協力本部
の齋藤本部長をはじめ、五條地域事務所の西尾
所長と畠山副所長が同席し、本町にお住まいの
大津雄介さん（19）が自衛隊入隊を町長に報告
しました。
　東町長は「苦労も多いと思うが、日本の為に
活躍されることを期待しています」と激励した
ほか、齋藤本部長が「国民の生命と財産を守る
大切な仕事です。厳しい訓練ですが頑張ってく
ださい」と激励されました。
　自衛隊に入隊される大津さんは、３ヶ月間の
基本教育を受けたあと、希望する専門部隊でさ
らに３ヶ月間の教育を受け、その専門部隊に就
きます。大津さんは「自衛官の鑑になれる自衛
官になりたいです」と入隊に強い意志を示され
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宮
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で
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神
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る
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市
蛭
子
神
社

総
代
ほ
か
役
員
た
ち

西
宮
神
社
で
御
神
火
を

授
か
る
下
市
蛭
子
神
社

総
代
ほ
か
役
員
た
ち

ら
に
よ
っ
て
蛭
子
神
社
の
祭
典

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日

は
、
上
　
氏
子
総
代
代
表
を
は

じ
め
、
桶
谷
本
町
区
長
や
、
冨

士
川
初
市
実
行
委
員
会
副
会
長

ら
が
祈
祷
を
受
け
、
蛭
子
神
社

祭
典
の
無
事
や
、
参
拝
者
の
家

内
安
全
と
商
売
繁
盛
を
祈
願
し

玉
串
を
奉
納
し
ま
し
た
。
こ
の

後
、
西
宮
神
社
で
授
か
っ
た
御

神
火
は
、
下
市
へ
大
切
に
持
ち

帰
ら
れ
、
宵
宮
祭
に
神
前
へ
灯

さ
れ
ま
し
た
。

しもいちの話題
2/9

2/31/20
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特集 グラウンドゴルフを楽しむ

優
勝
者

【
男
性
の
部
】

　
熊
谷
　
浩
さ
ん
（
善
城
）

　
　
　
　
　
ス
コ
ア
　
47

【
女
性
の
部
】

　
藤
村
和
子
さ
ん
（
惣
上
）

　
　
　
　
　
ス
コ
ア
　
54

県
外
か
ら
転
入
し

て
来
た
ん
で
す
が

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル

フ
の
お
陰
で
友
達

も
出
来
ま
し
た
。

全
国
大
会
出
場
を
目
指
し
て
練
習

に
励
ん
で
い
ま
す
。
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
は
年
齢
関
係
な
く
楽
し
め

て
、
健
康
維
持
の
た
め
に
も
良
い

運
動
だ
と
思
い
、
も
う
17
年
程

続
け
て
い
ま
す
。

　
１
月
22
日
、
教
育
委
員
会

主
催
『
下
市
町
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
大
会
』
が
下
市
グ
ラ

ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
協

力
を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
は
、

昭
和
57
年
に
鳥
取
県
東
伯
郡

泊
村
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
活
動
推

進
事
業
の
一
環
と
し
て
考
案

さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
人

気
の
理
由
は
、
あ
ま
り
高
度

な
技
術
を
必
要
と
せ
ず
、
全

力
を
出
す
場
面
と
、
集
中
力

や
調
整
力
を
発
揮
す
る
場
面

が
う
ま
く
組
み
合
わ
さ
り
、

人
に
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
な

く
取
り
組
め
る
と
こ
ろ
に
あ

る
よ
う
で
す
。

　
下
市
町
で
も
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
を
さ
れ
る
人
口
は
増

加
し
て
お
り
、
こ
の
日
も
120

人
が
参
加
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
を
楽
し
み
ま
し
た
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の
醍

醐
味
は
や
っ
ぱ
り
ホ
ー
ル

イ
ン
ワ
ン
！

　
そ
の
感
覚
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
常
に
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ

ン
を
狙
っ
て
プ
レ
ー
し
て

い
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
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特集 グラウンドゴルフを楽しむ

優
勝
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熊
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ラ
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で
友
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し
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国
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励
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。
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ゴ
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な
く
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し
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、
健
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も
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運
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、
も
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17
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続
け
て
い
ま
す
。



6

区分
一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

下市町
円

316,600
円

356,470
　

46.1 歳
円

247,500
円

275,008
　

51.6 歳

国
円

327,205
円

397,723
　

42.3 歳
円

283,862
円

321,662
　

49.5 歳

区分 住民基本台帳人口 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率
（B/A）

（参考）
21 年度の人件費率

22年度 （23.3.31）
7,071 人

千円

4,565,805
千円

233,968
千円

793,237
％

17.4
％

16.7

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

●人件費の状況（普通会計決算）

職員数
A

給　　　与　　　費 一人当たり
給　与　費
（B/A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

104 人
千円

397,748
千円

81,347
千円

136,536
千円

615,631
千円

5,920

●職員給与費の状況（普通会計平成 22 年度予算）

（注）	 1　職員手当には退職手当は含みません。
　	 2　職員数は、平成 23 年 4 月 1 日現在の人数です。

●職員の平均給料月額、 平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在）

区　　分
下　市　町 国

決定初任給 決定初任給

一　般
行政職

大学卒
円

161,600
円

172,200

高校卒
円

140,100
円

140,100

●職員の初任給の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在）

区　　分
経 験 年 数
5 年 以 上
1 0 年 未満

経 験 年 数
1 0 年 以上
1 5 年 未満

経 験 年 数
1 5 年 以上
2 0 年 未満

一　般
行政職

大学卒
円

214,600
円

256,200
円

298,100

高校卒
円

－
円

210,800
円

243,600

●職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 23 年 4月 1日現在）

（注）	 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務し
	 ている場合は、採用後の年数です。

区　　　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 合　計

標準的な職務内容 主事補
技師補

主　事
技　師 主　査 課長補佐 主　幹 参　事

課　長

職　　員　　数 3	人 9	人 35	人 13	人 9	人 13	人 82	人

構　　成　　比 4％ 11％ 42％ 16％ 11％ 16％ 100％

●一般行政職の級別職員数の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在）

（注）	 1　下市町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
	 2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

町
職
員
の 

　

給
与
な
ど
を 

　
　

公
表
し
ま
す 

　町職員の給与などについて、
その概要をお知らせします。
※表中「普通会計」とは、国民健康保険
会計などの「特別会計」と「水道会計」
などを除いた会計を表します。

●ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在）

区　　　分 平成 21 年度 平成 22 年度

下　　市　　町 90.0 90.1

全国町村平均 94.6 95.1

ラスパイレス指数＝地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行
政職俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により
対比させて比較したもので、国を 100 としたものです。
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区　分 下　　市　　町 国

期末手当

勤勉手当

（平成22 年度支給割合） 期末手当 勤勉手当 （平成22 年度支給割合） 期末手当 勤勉手当

		6　月　期 1.225 月分 0.675	月分 		6　月　期 1.225	月分 0.675	月分

12　月　期 1.375 月分 0.675 月分 12　月　期 1.375	月分 0.675 月分

計 2.60 月分 1.35 月分 計 2.60	月分 1.35 月分

　職務上の段階、職務の級等による加算措置　　有 　職務上の段階、職務の級等による加算措置　　有

退職手当

（平成22年度支給率） 自己都合 勧奨・定年 （平成22 年度支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20 年 23.5		月分 30.55		月分 勤続20 年 23.5		月分 30.55	月分

勤続25 年 33.5		月分 41.34	月分 勤続25 年 33.5		月分 41.34	月分

勤続35 年 47.5		月分 59.28	月分 勤続35 年 47.5		月分 59.28 月分

最高限度額 59.28	月分 59.28	月分 最高限度額 59.28 月分 59.28	月分

その他の加算措置 定年前早期退職特別措置 その他の加算措置 定年前早期退職特別措置

（2 〜20％加算） （2 〜20％加算）

自己都合 定年・勧奨

1 人当たり平均支給額 － 18,373 千円

●職員手当の状況

区　分 内　　　　容 国の制度
との異同

扶養手当

配偶者	 13,000円
扶養親族　	 6,500円
（配偶者がない場合の1人目11,000 円）
満16歳〜満22歳の子1人毎5,000円加算

同　じ

住居手当 借家・借間居住者最高支給限度	 27,000円		 同　じ

通勤手当

交通機関利用者は55,000円まで全額支給
（最高支給限度額55,000円）

自動車等使用者　2㎞未満　不支給
　　　　　　　　2㎞以上　距離により

2,000円〜24,500円を支給

同　じ

区　分 内　　　　　容

特殊勤務
手　　当

（平成22年度）

職員全体に占める手当支給職員の割合 11.5％

支給対象職員 1 人当たり平均支給年額 44,083 円

手当の種類（手当数） 8

代表的な手当の名称 廃棄物の収集・処理作業手当等

時間外
勤務手当

平成22年度
支 　 給　総　額 7,463 千円

職員１人当たり支給年額 72 千円

平成21年度
支 　 給　総　額 5,497 千円

職員１人当たり支給年額 52 千円

区　分 給料月額 期末手当（平成22年度支給割合）

給
　
料

町　長
副町長

720,000円
610,000円

		6月期　1.4		月分
12月期　1.55月分
			計				　2.95月分

報
　
酬

議　長
副議長
議　員

328,000円
274,000円
254,000円

		6月期　1.6		月分
12月期　1.75月分
			計				　3.35月分

●特別職の報酬等の状況　（平成23年4月1日現在）

区　　　分
一般行政職

22 年度 21 年度
　　　職　　員　　数	 A 77 79

普通昇級期間（12月〜24月）を
短縮して昇級した職員数	 B 0 0

　　　比　　　　　率	 B/A 0 0

●昇級期間短縮の状況　

　　　　　　　区　分
　部　門

職員数（人） 対前年増減数（人）
平21 平22 平23 平22 平23

議　　会 2 2 2
総　　務 27 27 26 △1
税　　務 7 7 6 △1
農林水産 5 5 5
商　　工 2 2 5 3
土　　木 6 6 8 2
小　　計 49 49 52 3
民　　生 10 10 7 △3
衛　　生 10 9 10 △1 1
小　　計 20 19 17 △1 △2

一般行政部門計 69 68 69 △1 1
教　　育 27 24 23 △3 △1
普通会計計 96 92 92 △4
水　　道 5 5 5
下 水 道 3 3 3
そ の 他 14 15 14 1 △1
小　　計 22 23 22 1 △1

総　合　計 118 115 114 △3 △1

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

福
祉
関
係

●定員の状況　部門別職員数の推移　（各年4月1日現在）

（注）　職員数は、一般職に属する職員数であり、休職者などは含み、
　　　臨時職員を除いています。

普
　
　
通
　
　
会
　
　
計

●その他の手当（平成23年4月1日現在） ※自己都合は対象者がいません。
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●職員数に関する状況

●職員の分限及び懲戒処分の概要
　�　分限処分とは、公務能率の維持を目的にした処分で、勤務成績が良くない場合や心身の故障のた
め職務の遂行に支障がある場合等、職員に対して行われる処分です。

　�　懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的な責任を問い、秩序維持を図ることを目的とし
た制裁的な処分で、条例規則等に違反した場合や職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等、
職員に対して行われる処分です。

●職員の勤務時間その他勤務条件の状況
　�勤務時間の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在）
	 1 週間の勤務時間	 開始時刻	 終了時刻	 休憩時間	 週休日
　	 38時間45分	 午前8時30分	 午後5時15分	 60分	 土曜日・日曜日
　�特別休暇の状況
	 休暇の種類	 　　　　　　　　　　　　休　暇　の　内　容	
	 病気休暇	 負傷又は疾病のため療養する場合
	 特別休暇	 選挙権の行使、結婚、出産、その他特別の場合	
	 介護休暇	 負傷・疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある家族等を介護する場合	
　�育児休業制度の概要
　　　職員が育児をするための休業制度で、3歳未満の子を養育するために取得することができること
　　となっています。
●職員の服務の概要　　
　　　　　　基本原則	 　　　　　　　　　　　概			　　　　		要
	 命令に従う義務	 職員は法令に従い、上司の命令に従わなければならない。
	 信用失墜行為の禁止	 職員は信用を傷つけたり、全体の不名誉となる行為をしてはならない。
	 守秘義務	 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
	 職務専念義務	 職員は勤務時間中、全力で職務を遂行しなければならない。
	 政治的行為の制限	 職員は政治活動等に関与してはならない。
	 争議行為の禁止	 職員はストライキ等をしてはならない。
	 営利企業等の従事制限	 職員は営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合は
	 	 許可を受けなければならない。
●職員の研修制度
　職員研修は、職員の育成と組織の活性化を図るため、一般研修及び特別研修等を実施しています。
●職員の福利厚生の状況
　�職員共済組合の概要
　　　当町は奈良県市町村共済組合に加入し、社会保険制度の一環として相互救済によって職員及びそ
の家族の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、職務の能率的運営に資することとしています。

　�公務災害補償の概要
　　　職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合は、地方公務員災害補償基金から一定の補
償が行われることとなっています。

　�職員の健康管理
　　　労働安全衛生法の規定に基づき、職員の健康の保持のため定期的な健康診断事業を実施しています。

区　　分 平成 23 年 平成 22 年
職員定数 181 人 181 人
職 員 数 113 人 114 人　

平
成
24
年
の
区
長
・
総
代
さ
ん
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

　
区
長
・
総
代
さ
ん
に
は
地
区
の
お
世
話
を
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
町
と
の
パ
イ
プ
役
と
し

て
町
行
政
の
円
滑
な
推
進
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
退
任
さ
れ
ま
し
た
区
長
・
総
代
さ
ん
の
ご
苦
労
と
、
在
任
中
の
ご
協
力
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                  

　
　（
順
不
同
・
敬
称
略
）

下
市
区
長
会
長

　川
岸

　達
夫

山
崎
区
長

　
　吉
井

　征
四

堂
垣
内
区
長

　東
田
中

　洋

北
口
区
長

　
　吉
本

　泰
大

天
神
区
長

　
　島
田
奈
良
夫

植
木
区
長

　
　河
内

　繁
光

青
葉
台
区
長

　米
田

　
　功

桧
皮
蔵
区
長

　駒
谷

　
　薫

新
町
区
長

　
　鎌
田

　義
道

本
町
区
長

　
　桶
谷

　忠
博

今
在
家
区
長

　伊
原

　正
明

惣
上
区
長

　
　阪
井
良
兵
衛

大
峯
区
長

　
　福
森

　啓
介

下
阪
区
長

　
　楳
北

　資
郎

上
阪
区
長

　
　川
岸

　達
夫

栄
町
区
長

　
　松
田

　好
市

堀
毛
区
長

　
　吉
本

　眞
也

明
大
区
長

　
　森
川

　勝
一

田
中
区
長

　
　笹
田

　
　隆

寺
内
区
長

　
　𠮷
井

　三
二

大
字
下
市

宮
ノ
向
区
長

　仲
本

　洋
二

秋
津
区
長

　
　辻

　
　宏
文

都
町
区
長

　
　森

　
　博
文

新
住
区
長

　
　杦
田

　保
一

新
住
総
代

　
　石
田

　吾
朗

幸
町
総
代

　
　吉
田

　俊
策

阿
知
賀
区
長

　川
北

　
　肇

峯
山
総
代

　
　鍵
田

　信
弘

原
野
総
代

　
　中
本

　年
昭

岡
総
代

　
　
　
　谷

　
　仁

緑
ヶ
丘
総
代

　辻
本

　健
二

岡
坂
総
代

　
　安
井

　隆
豊

小
西
団
地
総
代

　東

　
　敏
美

西
中
村
総
代

　杉
本

　幸
信

東
中
村
総
代

　林

　
　義
一

上
村
総
代

　
　山
谷

　良
明

中
屋
総
代

　
　桝
井

　喜
德

新
中
屋
総
代

　泉
本
マ
ス
子

大
字
新
住

大
字
阿
知
賀

岨
総
代

　
　
　清
水

　秀
哉

瀬
ノ
上
総
代

　宮
田

　睦
男

野
々
熊
総
代

　浦
南

　至
宏

小
路
区
長

　
　椿
垣
内
政
次

上
垣
内
総
代

　泉

　
　弘
晃

下
垣
内
総
代

　大
月

　浩
司

善
城
区
長

　
　霜
辻

　榮
次

下
之
町
（
1
・
2
班
）
総
代  

植
田

　展
弘

東
之
町
（
3
・
4
班
）
総
代  

辻
本

　眞
一

東
之
町
（
5
・
6
班
）
総
代  

川
口

　嘉
彦

上
之
町
（
7
・
8
班
）
総
代  

裏
西
代
志
夫

稲
荷
町
（
9
・
10
班
）
総
代  

滝
本

　正
久

西
之
町
（
11
班
）
総
代  

中
西

　
　正

善
城
垣
内
町（
12
・
13
班
）
総
代  

橋
岡

　正
一

栃
原
区
長

　
　
　室

　勝
一

　

栃
原
東
総
代

　竹
本

　誠
二

大
字
小
路

大
字
善
城

大
字
栃
原

大
字
平
原

栃
原
西
総
代

　阪
口

　
　勝

平
原
区
長

　
　吉
竹

　延
昭

梨
子
堂
区
長

　井
上

　隆
徳

原
谷
区
長

　
　水
本

　秀
文

杣
谷
総
代

　
　日
浦

　良
治

椎
原
総
代

　
　仲
島
喜
代
治

栃
本
区
長

　
　堀
川

　喜
明

伃
邑
区
長
・
高
原
総
代

　
　
　
　
　
　奥
田

　浩
靖

岩
森
総
代

　
　髙
𣘺

　正
興

間
戸
総
代

　
　仲
島

　義
勝

草
谷
総
代

　
　仲
嶋

　久
雄

稲
貝
総
代

　
　松
谷

　泰
孝

立
石
区
長

　
　水
井

　棟
三

下
立
石
総
代

　吉
岡

　育
夫

陰
地
総
代

　
　森

　
　敬
司

上
立
石
総
代

　岩
本

　清
住

大
字
梨
子
堂

大
字
原
谷

大
字
栃
本

大
字
伃
邑

大
字
立
石

大
字
才
谷

才
谷
区
長

　
　林

　
　
　貢

谷
総
代

　
　
　吉
村

　文
宏

中
総
代

　
　
　福
田

　
　進

殿
出
総
代

　
　𠮷
田

　憲
次

 

　
広
橋
区
長

　
　大
谷

　維
誉

惣
坂
総
代

　
　中
本

　康
満

峯
出
総
代

　
　向
井

　利
彦

広
瀬
谷
総
代

　岡
本

　
　朗

中
村
総
代

　
　梶
谷
美
代
治

清
水
総
代

　
　岡
田

　篤
典

丹
生
区
長

　
　浦
辻

　利
明

長
谷
区
長

　
　川
合

　隆
次

谷
区
長

　
　今
西

　
　稔

黒
木
区
長

　
　釜
谷

　
　佑

西
山
区
長

　
　浦

　
　正
幸

貝
原
区
長

　
　平
野

　惠
一

大
字
広
橋

大
字
丹
生

大
字
長
谷

大
字
　谷

大
字
黒
木

大
字
西
山

大
字
貝
原

区
長
、総
代
さ
ん

　お
世
話
に
な
り
ま
す
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平
成
24
年
の
区
長
・
総
代
さ
ん
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

　
区
長
・
総
代
さ
ん
に
は
地
区
の
お
世
話
を
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な
く
、
町
と
の
パ
イ
プ
役
と
し

て
町
行
政
の
円
滑
な
推
進
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
退
任
さ
れ
ま
し
た
区
長
・
総
代
さ
ん
の
ご
苦
労
と
、
在
任
中
の
ご
協
力
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                  

　
　（
順
不
同
・
敬
称
略
）

下
市
区
長
会
長

　川
岸

　達
夫

山
崎
区
長

　
　吉
井

　征
四

堂
垣
内
区
長

　東
田
中

　洋

北
口
区
長

　
　吉
本

　泰
大

天
神
区
長

　
　島
田
奈
良
夫

植
木
区
長

　
　河
内

　繁
光

青
葉
台
区
長

　米
田

　
　功

桧
皮
蔵
区
長

　駒
谷

　
　薫

新
町
区
長

　
　鎌
田

　義
道

本
町
区
長

　
　桶
谷

　忠
博

今
在
家
区
長

　伊
原

　正
明

惣
上
区
長

　
　阪
井
良
兵
衛

大
峯
区
長

　
　福
森

　啓
介

下
阪
区
長

　
　楳
北

　資
郎

上
阪
区
長

　
　川
岸

　達
夫

栄
町
区
長

　
　松
田

　好
市

堀
毛
区
長

　
　吉
本

　眞
也

明
大
区
長

　
　森
川

　勝
一

田
中
区
長

　
　笹
田

　
　隆

寺
内
区
長

　
　𠮷
井

　三
二

大
字
下
市

宮
ノ
向
区
長

　仲
本

　洋
二

秋
津
区
長

　
　辻

　
　宏
文

都
町
区
長

　
　森

　
　博
文

新
住
区
長

　
　杦
田

　保
一

新
住
総
代

　
　石
田

　吾
朗

幸
町
総
代

　
　吉
田

　俊
策

阿
知
賀
区
長

　川
北

　
　肇

峯
山
総
代

　
　鍵
田

　信
弘

原
野
総
代

　
　中
本

　年
昭

岡
総
代

　
　
　
　谷

　
　仁

緑
ヶ
丘
総
代

　辻
本

　健
二

岡
坂
総
代

　
　安
井

　隆
豊

小
西
団
地
総
代

　東

　
　敏
美

西
中
村
総
代

　杉
本

　幸
信

東
中
村
総
代

　林

　
　義
一

上
村
総
代

　
　山
谷

　良
明

中
屋
総
代

　
　桝
井

　喜
德

新
中
屋
総
代

　泉
本
マ
ス
子

大
字
新
住

大
字
阿
知
賀

岨
総
代

　
　
　清
水

　秀
哉

瀬
ノ
上
総
代

　宮
田

　睦
男

野
々
熊
総
代

　浦
南

　至
宏

小
路
区
長

　
　椿
垣
内
政
次

上
垣
内
総
代

　泉

　
　弘
晃

下
垣
内
総
代

　大
月

　浩
司

善
城
区
長

　
　霜
辻

　榮
次

下
之
町
（
1
・
2
班
）
総
代  

植
田

　展
弘

東
之
町
（
3
・
4
班
）
総
代  

辻
本

　眞
一

東
之
町
（
5
・
6
班
）
総
代  

川
口

　嘉
彦

上
之
町
（
7
・
8
班
）
総
代  
裏
西
代
志
夫

稲
荷
町
（
9
・
10
班
）
総
代  
滝
本

　正
久

西
之
町
（
11
班
）
総
代  

中
西

　
　正

善
城
垣
内
町（
12
・
13
班
）
総
代  

橋
岡

　正
一

栃
原
区
長

　
　
　室

　勝
一

　

栃
原
東
総
代

　竹
本

　誠
二

大
字
小
路

大
字
善
城

大
字
栃
原

大
字
平
原

栃
原
西
総
代

　阪
口

　
　勝

平
原
区
長

　
　吉
竹

　延
昭

梨
子
堂
区
長

　井
上

　隆
徳

原
谷
区
長

　
　水
本

　秀
文

杣
谷
総
代

　
　日
浦

　良
治

椎
原
総
代

　
　仲
島
喜
代
治

栃
本
区
長

　
　堀
川

　喜
明

伃
邑
区
長
・
高
原
総
代

　
　
　
　
　
　奥
田

　浩
靖

岩
森
総
代

　
　髙
𣘺

　正
興

間
戸
総
代

　
　仲
島

　義
勝

草
谷
総
代

　
　仲
嶋

　久
雄

稲
貝
総
代

　
　松
谷

　泰
孝

立
石
区
長

　
　水
井

　棟
三

下
立
石
総
代

　吉
岡

　育
夫

陰
地
総
代

　
　森

　
　敬
司

上
立
石
総
代

　岩
本

　清
住

大
字
梨
子
堂

大
字
原
谷

大
字
栃
本

大
字
伃
邑

大
字
立
石

大
字
才
谷

才
谷
区
長

　
　林

　
　
　貢

谷
総
代

　
　
　吉
村

　文
宏

中
総
代

　
　
　福
田

　
　進

殿
出
総
代

　
　𠮷
田

　憲
次

 

　
広
橋
区
長

　
　大
谷

　維
誉

惣
坂
総
代

　
　中
本

　康
満

峯
出
総
代

　
　向
井

　利
彦

広
瀬
谷
総
代

　岡
本

　
　朗

中
村
総
代

　
　梶
谷
美
代
治

清
水
総
代

　
　岡
田

　篤
典

丹
生
区
長

　
　浦
辻

　利
明

長
谷
区
長

　
　川
合

　隆
次

谷
区
長

　
　今
西

　
　稔

黒
木
区
長

　
　釜
谷

　
　佑

西
山
区
長

　
　浦

　
　正
幸

貝
原
区
長

　
　平
野

　惠
一

大
字
広
橋

大
字
丹
生

大
字
長
谷

大
字
　谷

大
字
黒
木

大
字
西
山

大
字
貝
原

区
長
、総
代
さ
ん

　お
世
話
に
な
り
ま
す
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高
額
介
護
合
算
療
養
費
と

　高
額
療
養
費
（
入
院
・
外
来
）
制
度
に
つ
い
て

 ほけん年金課

からのお知らせ

■問い合わせ　
ほけん年金課　
☎　52－0001（代）
IP   68－9065（直通）

■
高
額
介
護
合
算
療
養
費

（
医
療
保
険
と
介
護
保
険

の
自
己
負
担
額
の
合
算
）

制
度
に
つ
い
て

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は

　
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
同
一
世
帯
の
人
が
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま

で
の
一
年
間
で
、
世
帯
ご
と

に
決
め
ら
れ
た
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
て
保
険
適
用
と

な
る
医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
両
方
を
払
っ
た
場

合
、
そ
の
一
部
が
払
い
戻
さ

れ
る
制
度
で
す
。

　
申
請
は
、
計
算
期
間
最
終

日
の
７
月
31
日
現
在
、
加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
注
意

・
高
額
療
養
費
や
高
額
介
護

　
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
払
い

　
戻
さ
れ
る
金
額
を
差
し
引

　
い
た
後
の
金
額
が
対
象
と

　
な
り
ま
す
。

・
70
歳
未
満
の
方
は
、
一
ヶ

　
月
に
同
じ
病
院
の
同
じ
診

　
療
科
で
、
入
院
と
外
来
は

　
別
計
算
と
し
て
２
万
１
千

　
円
以
上
払
っ
た
も
の
だ
け

　
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
５
百
円
未
満
の
高
額
介
護

　
合
算
療
養
費
は
支
給
さ
れ

　
ま
せ
ん
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の

　（
７
月
31
日
現
在
国
民
健

　
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

　
る
世
帯
の
場
合
）①
印
鑑

　
②
振
込
先
口
座
③
自
己
負

７０歳～７４歳 ７０歳未満

住民税非課税
    世帯低所得者Ⅰ １９万円

■
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

高
額
療
養
費
と
は

　
保
険
適
用
と
な
る
同
じ
月

内
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

が
高
額
に
な
っ
た
時
、
各
世

帯
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
た
自

己
負
担
限
度
額
（
月
額
）
を

超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と

し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で

す
。
申
請
は
、
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険
の
窓
口
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の

　
①
印
鑑
②
振
込
先
口
座

　
③
医
療
機
関
の
領
収
書

※
注
意

　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
70

歳
か
ら
74
歳
と
70
歳
未
満
の

世
帯
で
は
異
な
り
ま
す
。
ま

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
現役並み所得者 ４４，４００円 ８０，１００円＋（医療費－ 円）×１％267,000

（過去１２ヶ月以内に限度額を超えた支給が４回
以上あった場合、４回目以降は４４，４００円）

一般 １２，０００円 ４４，４００円
低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

　●７０歳から７４歳の方の自己負担限度額（月額）
個人単位で外来の限度額を適用後、世帯単位で入院と合算
して限度額を適用します。

※７５歳到達月は自己負担限度
　額が２分の１となります。
※低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰの方
　で入院される場合、ひと月の
　窓口負担が自己負担限度額　
　までとなる「認定証」の交付
　を事前に申請し、医療機関の
　窓口で提示してください。

※低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は限
　度額の適用方法が異なります。
※７０歳から７４歳と７０歳未満の方が混在する世帯の場合
　は合算した額に自己負担額が適用されます

担
額
証
明
書
（
計
算
期
間
中

に
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し

た
り
、
社
会
保
険
等
か
ら
国

保
に
変
わ
っ
た
人
は
、
加
入

し
て
い
た
医
療
保
険
・
介
護

保
険
で
発
行
さ
れ
た
自
己
負

担
額
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

～ひ
と
月
の
窓
口
負
担
が
自
己

負
担
限
度
額
以
上
に
な
っ
た

場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
の

額
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
４

月
１
日
か
ら
は
、
限
度
額
を

超
え
る
分
を
窓
口
で
支
払
う

必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
同
一
の
月
に
複

数
の
医
療
機
関
等
を
受
診
さ

れ
た
時
や
、
入
院
と
外
来
が

あ
っ
た
時
な
ど
、
ひ
と
月
の

窓
口
負
担
が
限
度
額
以
上
に

な
っ
た
場
合
は
、
後
日
、
高

額
療
養
費
の
申
請
を
保
険
者

に
行
う
こ
と
と
な
り
、
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

「
認
定
証
」
を
提
示
し
な
い

場
合

　
従
来
ど
お
り
の
手
続
き
に

な
り
ま
す
。（
高
額
療
養
費

の
支
給
申
請
を
し
て
い
た
だ

き
、
支
払
っ
た
窓
口
負
担
と

自
己
負
担
限
度
額
の
差
額
が
、

後
日
、
ご
加
入
の
保
険
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
）

※（　）内は、過去１２ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が４回以上あった場合
※入院される場合・・・ひと月の窓口負担が自己負担限度額までとなる「認定証」の交
　付を事前に申請し、医療機関の窓口で提示してください。
※世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき・・・同じ世帯で同じ月内に、21,000円
　以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して上記の自己負担限度額を超え
　た分が高額療養費として支給されます。

※
２

事
前
の
申
請
な
ど
、
詳
細
は
、
下
市

町
（
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）
、
健
康
保
険
組
合
、
全

国
健
康
保
険
協
会
、
国
保
組
合
、
共

済
組
合
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（ ， ）上位所得者 １５０，０００円＋（医療費－ 円）×１％ ８３ ４００円500,000
（ ， ）一般 ８０，１００円＋（医療費－ 円）×１％ ４４ ４００円267,000
（ ， ）住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４ ６００円

　●７０歳未満の方の自己負担限度額（月額）

自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

①
月
ご
と
（
１
日
か
ら
末
日

　
ま
で
）
に
計
算
。

②
同
じ
医
療
機
関
で
も
医
科

　
と
歯
科
は
別
計
算
。

③
同
じ
医
療
機
関
で
も
入
院

　
と
外
来
は
別
計
算
。

④
２
つ
以
上
の
医
療
機
関
に

　
か
か
っ
た
場
合
は
別
計
算

⑤
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
食
事
代

　
保
険
適
用
で
な
い
医
療
行

　
為
は
対
象
外
。

※
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
、

　
病
院
・
診
療
所
、
歯
科
の

　
区
別
な
く
合
算
し
ま
す
。

■
高
額
な
外
来
診
療
を
受

診
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て

　
　
こ
れ
ま
で
の
高
額
療
養
費

制
度
の
仕
組
み
で
は
、
高
額

な
外
来
診
療
を
受
け
た
時
、

平
成
24
年
４
月
１
日
か

ら
「
認
定
証
」
な
ど
を

提
示
す
れ
ば
、
窓
口
で

の
支
払
い
が
一
定
の
金

額
に
止
め
ら
れ
ま
す

受診者下市町
国民健康保険・

後期高齢者医療保険

病院・薬局
など

①事前に認定証の申請

②認定証の交付
③認定証を提示
　窓口支払いが一定上限額 ※１

必要ありません

必要ありません７５歳以上で非課税世帯等ではない方

高額な外来診療受診者 事前の手続き

７０歳未満の方

７０歳以上の非課税世帯等の方

病院・薬局など

「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください

「高齢受給者証」を窓口に提
示してください

下市町ほけん年金課に
「認定証」（限度額適
用認定証）の交付を申
請してください　※２

７０歳以上７５歳未満で非課税世
帯等ではない方

※
１

窓
口
払
い
の
上
限
額
（
月
当
た

り
）
は
所
得
に
応
じ
て
異
な
り

ま
す
。

「認定証」を窓口に提示
してください

70
歳
か
ら
74
歳
と
70
歳
未
満

の
方
が
混
在
す
る
世
帯
は
、

合
算
し
た
額
に
自
己
負
担
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

高額な外来診療を受けたとき
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ひ
と
月
の
窓
口
負
担
が
自
己

負
担
限
度
額
以
上
に
な
っ
た

場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
の

額
を
お
支
払
い
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
４

月
１
日
か
ら
は
、
限
度
額
を

超
え
る
分
を
窓
口
で
支
払
う

必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
同
一
の
月
に
複

数
の
医
療
機
関
等
を
受
診
さ

れ
た
時
や
、
入
院
と
外
来
が

あ
っ
た
時
な
ど
、
ひ
と
月
の

窓
口
負
担
が
限
度
額
以
上
に

な
っ
た
場
合
は
、
後
日
、
高

額
療
養
費
の
申
請
を
保
険
者

に
行
う
こ
と
と
な
り
、
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

「
認
定
証
」
を
提
示
し
な
い

場
合

　
従
来
ど
お
り
の
手
続
き
に

な
り
ま
す
。（
高
額
療
養
費

の
支
給
申
請
を
し
て
い
た
だ

き
、
支
払
っ
た
窓
口
負
担
と

自
己
負
担
限
度
額
の
差
額
が
、

後
日
、
ご
加
入
の
保
険
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す
）

※（　）内は、過去１２ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が４回以上あった場合
※入院される場合・・・ひと月の窓口負担が自己負担限度額までとなる「認定証」の交
　付を事前に申請し、医療機関の窓口で提示してください。
※世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき・・・同じ世帯で同じ月内に、21,000円
　以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して上記の自己負担限度額を超え
　た分が高額療養費として支給されます。

※
２

事
前
の
申
請
な
ど
、
詳
細
は
、
下
市

町
（
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）
、
健
康
保
険
組
合
、
全

国
健
康
保
険
協
会
、
国
保
組
合
、
共

済
組
合
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（ ， ）上位所得者 １５０，０００円＋（医療費－ 円）×１％ ８３ ４００円500,000
（ ， ）一般 ８０，１００円＋（医療費－ 円）×１％ ４４ ４００円267,000
（ ， ）住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４ ６００円

　●７０歳未満の方の自己負担限度額（月額）

自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

①
月
ご
と
（
１
日
か
ら
末
日

　
ま
で
）
に
計
算
。

②
同
じ
医
療
機
関
で
も
医
科

　
と
歯
科
は
別
計
算
。

③
同
じ
医
療
機
関
で
も
入
院

　
と
外
来
は
別
計
算
。

④
２
つ
以
上
の
医
療
機
関
に

　
か
か
っ
た
場
合
は
別
計
算

⑤
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
食
事
代

　
保
険
適
用
で
な
い
医
療
行

　
為
は
対
象
外
。

※
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
、

　
病
院
・
診
療
所
、
歯
科
の

　
区
別
な
く
合
算
し
ま
す
。

■
高
額
な
外
来
診
療
を
受

診
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て

　
　
こ
れ
ま
で
の
高
額
療
養
費

制
度
の
仕
組
み
で
は
、
高
額

な
外
来
診
療
を
受
け
た
時
、

平
成
24
年
４
月
１
日
か

ら
「
認
定
証
」
な
ど
を

提
示
す
れ
ば
、
窓
口
で

の
支
払
い
が
一
定
の
金

額
に
止
め
ら
れ
ま
す

受診者下市町
国民健康保険・

後期高齢者医療保険

病院・薬局
など

①事前に認定証の申請

②認定証の交付
③認定証を提示
　窓口支払いが一定上限額 ※１

必要ありません

必要ありません７５歳以上で非課税世帯等ではない方

高額な外来診療受診者 事前の手続き

７０歳未満の方

７０歳以上の非課税世帯等の方

病院・薬局など

「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください

「高齢受給者証」を窓口に提
示してください

下市町ほけん年金課に
「認定証」（限度額適
用認定証）の交付を申
請してください　※２

７０歳以上７５歳未満で非課税世
帯等ではない方

※
１

窓
口
払
い
の
上
限
額
（
月
当
た

り
）
は
所
得
に
応
じ
て
異
な
り

ま
す
。

「認定証」を窓口に提示
してください

70
歳
か
ら
74
歳
と
70
歳
未
満

の
方
が
混
在
す
る
世
帯
は
、

合
算
し
た
額
に
自
己
負
担
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

高額な外来診療を受けたとき
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■
そ
の
他
の
お
知
ら
せ

　
現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
は
、
平

成
24
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

有
効
期
限
が
切
れ
、
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
は
、
カ
ー
ド
で
ひ
と
り
一

枚
発
行
し
ま
す
。
世
帯
ご
と

に
郵
送
（
簡
易
書
留
）
で
お

届
け
し
ま
す
の
で
、
加
入
者

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
な
お
、
新
し
い
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
の
郵
送
で

の
お
届
け
は
３
月
下
旬
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
現
在
ご
使

用
中
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
は
４
月
１
日
以
降
に

廃
棄
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
切
り
替
え

は
郵
送
で
行
い
ま
す

　
現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
、
平
成
24
年
７
月

31
日
（
一
部
の
方
を
除
く
）

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
高

齢
者
医
療
（
70
歳
〜
74
歳
）

の
方
の
医
療
機
関
で
の
個
人

負
担
額
の
凍
結
に
伴
い
、
新

し
い
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
郵
送
い
た
し
ま

す
。

　
現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
３

月
31
日
ま
で
ご
使
用
い
た
だ

き
、
新
し
い
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
を
４
月
１
日

か
ら
ご
使
用
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、

４
月
１
日
以
降
に
廃
棄
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
の
交
付
を

郵
送
で
行
い
ま
す

高
齢
者
医
療
の
個
人
負
担
　

額
の
凍
結
内
容

【現　行】　平成２４年３月３１日まで１割　
　　　　　　平成２４年４月１日から２割
　　　　　　　　　　　　
【凍結後】　平成２５年３月３１日まで１割
　　　　　　平成２５年４月１日から２割

⇒

※
現
在
ご
使
用
中
の
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
一

部
負
担
金
の
割
合
の
欄
が

「
３
割
」と
記
載
さ
れ
て
い
る

方
は
、
引
き
続
き
ご
使
用
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

地
域
の
医
療
機
能
再
生
を
担
う

　
　「南
和
広
域
医
療
組
合
」発
足

1/31

　
南
和
地
域
の
医
療
機
能
再
生
の

検
討
を
進
め
て
き
た
「
南
和
の
医

療
等
に
関
す
る
協
議
会
」
は
、
１

月
23
日
に
総
務
大
臣
の
一
部
事
務

組
合
設
立
許
可
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、「
南
和
広
域
医
療
組
合
」
へ

と
組
織
が
移
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
１
月
31
日
、
大
和
高
田
市
文
化

会
館
で
「
第
７
回
南
和
の
医
療
等

に
関
す
る
協
議
会
」
と
「
南
和
広

域
医
療
組
合
第
１
回
運
営
会
議
」

が
続
け
て
開
催
さ
れ
、
奈
良
県
知

事
を
は
じ
め
南
和
地
域
の
１
市
３

町
８
村
の
市
町
村
長
全
員
が
出
席

し
て
、
重
要
事
項
の
協
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
協
議
会
で
は
、
南
和
地

域
の
医
療
機
能
再
編
の
た
め
の
病

院
施
設
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
整

備
事
業
費
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
ま

し
た
。

　
病
院
施
設
整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
、
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交

付
金
（
国
の
病
院
再
編
事
業
に
対

す
る
財
政
補
助
）
の
内
示
が
震
災

の
影
響
等
に
よ
り
遅
延
し
た
こ

と
、
災
害
対
策
医
療
強
化
の
た
め

救
急
病
院
建
設
工
事
（
大
淀
町
福

神
地
内
に
建
設
予
定
）
の
工
期
延

長
を
主
な
理
由
と
し
て
、
救
急
病

院
の
供
用
開
始
時
期
を
平
成
27
年

９
月
に
見
直
す
こ
と
な
ど
が
合
意

さ
れ
ま
し
た
。

　
整
備
事
業
費
は
、
必
要
性
や
優

先
度
か
ら
再
算
定
さ
れ
、
事
業
費

総
額
は
見
直
し
前
と
同
額
の
１
５

８
億
円
で
す
が
、
救
急
病
院
の
災

害
対
策
医
療
強
化
や
公
立
へ
き
地

診
療
所
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど

に
事
業
費
を
追
加
す
る
こ
と
な
ど

が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
協
議
会
は
、
こ
の
日
を
最
後
と

し
て
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
続
い
て
開
催
さ
れ
た
第
１
回

運
営
会
議
で
は
、
13
名
の
構
成
団

体
の
首
長
の
互
選
に
よ
り
、
南
和

広
域
医
療
組
合
管
理
者
に
荒
井
正

吾
奈
良
県
知
事
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。
管
理
者
が
選
出
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
組
合
運
営

体
制
が
発
足
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
同
組
合
の
医
療
分
野

担
当
副
管
理
者
の
候
補
と
し
て
、

松
本
県
立
五
條
病
院
長
を
選
任
す

る
方
針
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

12
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　このアンケートは、下市町の今後のまちづくり施策に資することを目的に、下市町に暮らす18歳
以上の住民を対象に、まちづくりに関する意識調査を行ったものです。広報誌では、その結果を一部
抜粋により２回に分けてご紹介！今回はその２回目（２月号の続き）を掲載しています。また下市町
のホームページ（http://www.town.shimoichi.nara.jp)では、すべての調査結果を掲載しておりま
すのでご覧ください。
■調査実施期間・・・平成23年１月11日～平成23年１月24日　■調 査 場 所・・・下市町全域
■調 査 方 法 ・・・調査票の郵送による調査　
■対 象 者 数 ・・・下市町に暮らす18歳以上の住民2,700人を無作為に抽出
■調 査 結 果 ・・・有効回答数1,373（回収率50.8％）

【問６】これまでのおよそ10年間のまちづくりに関して、あなたはどのように評価されますか

問い合わせ　企画財政課　☎５２-０００１（代）/ＩＰ６８-９０６２（直通）

CATV
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く
ら
し
の
情
報

14

「ストレスなんかブッ飛ばせ」
己抄呼～ Misako ～笑う体操　参加者募集

主催：社団法人吉野青年会議所

軽自動車（単車等）の廃車は
３月 30 日（金）までに！ 自賠責保険・自賠責共済の加入を！

下市町交流センター使用について
の説明会（団体対象）

　軽自動車税は、４月１日の所有者（登録者）に課税さ
れます。４月２日以降に譲渡や廃車などをされても、月
割りではなく、年税額を全額納めていただくことになり
ます。手続きは３月 30 日（金）までにお済ませてくだ
さい。
●１２５cc 以下（町ナンバー）の二輪車は
　　⇋　役場税務課へ
　申請には、ナンバープレート（標識番号）と印鑑が必 
　要です。代理人が手続きされる場合は、委任状・印鑑
　（代理人分）もご持参ください。
●１２５cc を超える（県ナンバー）二輪車は
　　⇋　近畿運輸局奈良運輸支局へ
　　　　☎　０５０－５５４０－２０６３
●軽四輪車（三輪・四輪）
　　⇋　軽自動車検査協会奈良事務所へ
　　　　☎　０７４３－５８－３０１８
　※手続き方法は電話で確認してお出かけください。

【問い合わせ】税務課
　　　　　　　☎　５２－０００１（代）
　　　　　　　IP　６８－９０６６（直通）

■日時　３月２３日（金）午後６時３０分開演
■場所　大淀町文化会館　小ホール
■応募方法
　（社）吉野青年会議所のチラシまたはホームページを
　ご覧頂き、メールもしくはＦＡＸで事前にお申し込み
　ください。　※６５名先着順
　URL  http://web1.kcn/yoshino-jc

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべて
の自動車に加入が義務づけられています。特に、車検制
度のない 250cc 以下のバイク（原動機付自転車・軽二
輪自動車）は、有効期限切れ、加入忘れ及び車両の名義
変更等による手続きにご注意下さい。

　本年４月の下市町交流センター開館予定に伴い、施設
利用についての説明会を開催します。団体等の会議など
で施設の利用を希望し、下記事項に該当する団体は、今
回の説明会にご参加ください。
①対象となる団体
　年間を通じて定期的に施設利用する団体
　団体要件
　・申請者及び使用責任者が町内在住の方である
　・団体構成員が５人以上である
　・町内で活動を行っている
　・営利活動を目的としていない
②日時　３月２７日（火）
　　午後１時～２時または午後７時～８時
　　どちらか一方にご参加ください。
③場所　下市町交流センター会議室
※上記①以外の団体・個人で施設利用を希望のされる方
を対象とした説明会や、施設の詳しい内容についての説
明会は４月以降随時ご案内します。

【問い合わせ】企画財政課
　　　　　　　☎　５２－０００１（代）
　　　　　　　IP　６８－９０６２（直通）

事　　業　　名 日　　　　　　　　　時 対　象　者　・　内　容　等

麻しん・風しん予防接種 ３月５日（月）午後１時45分～２時受付 平成23年１月１日～平成23年２月28日生

子 育 て 教 室 ３月21日（水）午前10時～正午 ４歳までの乳幼児及びその保護者（おやつ作り）

ＢＣＧ予防接種 ３月16日（金）午後１時45分～２時受付 平成23年11月1日～平成23年11月30日生

三種混合予防接種 ３月16日（金）午後２時～２時15分受付 平成23年５月1日～平成23年８月31日生

こころの健康相談 ３月22日（木）午後１時30分～４時20分 子育て・家庭・仕事などについてのさまざまな
相談（要予約）

場所／保健センター健康スケジュール



15

広橋梅林　梅の里山まつり

く
ら
し
の
情
報

お し ら せ 納期内にお納めください

■日時　3 月１６日（金）午後１時～４時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ・予約 
　　　　大淀町役場人権住民課 
　　　　☎　５２－５５０１㈹

■問い合わせ・予約 
　　　　奈良弁護士会内　中南和法律相談センター係 
　　　　☎　０７４２－２２－２０３５

※まずは電話でお問い合わせを！
■場所　大淀町大字下渕 68 番地の 4
　　　　やすらぎビル４階

■問い合わせ
　☎　０５０－３３８３－００２５

3/16　吉野三町無料法律相談�
〈奈良弁護士会所属弁護士による無料相談�〉

中南和法律相談�センター 無料法律相談�
（県内中南和各地で随時開催しています〉

法テラス南和法律事務所
〈常駐の弁護士が相談�にあたります〉

４月２日（月）
は国民健康保険税第10期納期限です。
納め忘れのないようにお納めください。また口座振替ご
利用の方は預金残高の確認をお願いします。

犬の登録と狂犬病予防注射の実施

　平成 24 年度狂犬病予防接種及び未登録犬の登録を
下記の日程で実施致しますので、最寄りの実施場所で
お受けください。犬の登録制度は、一生涯１回の登録
となっています。既に登録された犬については登録す
る必要はありませんが、「予防注射」についてはこれま
でどおり毎年必ず１回は受けなければなりません。

日 曜日 実 施 場 所 時  間

4
月
９
日

月

栃原地区農村集落センター前 11:00 ～ 11:30

平原集荷センター前 11:40 ～ 12:00

役場丹生支所前 13:30 ～ 14:00

広橋会館前 14:20 ～ 14:40

4
月
1 0
日

火

立石区民センター前 10:30 ～ 10:50

下市温泉秋津荘駐車場 11:00 ～ 11:20

梨子堂会館前 11:40 ～ 12:00

下市観光文化センター駐車場 13:15 ～ 13:45

下市町コミュニティセンター駐車場（阿知賀）14:00 ～ 14:40

4
月
1 1
日

水

第１老人憩いの家前 10:40 ～ 11:20

下市町商工会前 11:30 ～ 12:00

旧 NTT 下市前 13:15 ～ 13:45

吉野保健所駐車場 14:00 ～ 14:40

■注射費用　3,200 円
　　（注射料 2,650 円・注射済票交付手数料 550 円）
■犬の登録費用　3,000 円
　　※つり銭のいらないようご準備をお願いします。
■注意事項
○注射の際、かみつく恐れのある犬については、口輪  

をはめる等の適切な処置をされたうえ、お連れくだ
さい。

■届出事項
○飼い犬が死亡したとき ( 犬鑑札・印鑑持参 )
○飼い主が変わったとき ( 新しい飼い主の印鑑持参 )
○飼い主の住所が変わったとき ( 印鑑持参 )

【問い合わせ】　ほけん年金課 
　　　　　　☎　５２－０００１（代）
　　　　　　IP 　６８－９０６５（直通）

　３／１8日（日）
【内容】　スタンプラリー・青空市
梅の種飛ばし大会・ホッカホッカサービス
※詳しくは折り込みチラシをご覧ください。

　無料になる場合が
　あります。
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相談内容 時　　間

午後１時

午後３時

場　　　所

３月　１日㈭

３月１５日㈭

相 談 日

下市町保健センター
☎５２－６１２５

下市町保健センター
☎５２－６１２５

行政・人権・
心配ごと相談
（電話相談可）

人　　　　権
心配ごと相談
（電話相談可）

〜

社
協
だ
よ
り

　
近
江
八
幡
で
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
道
し
、
メ
ン

ソ
レ
ー
タ
ム
を
日
本
に
普
及
さ
せ
、
ま
た
数
々

の
西
洋
建
築
を
残
し
た
ア
メ
リ
カ
人
メ
レ
ル
・

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
と
彼
の
妻
で
播
磨
小
野
藩
最
後
の

大
名
の
娘
、
一
柳
満
喜
子
の
物
語
で
す
。

★
負
け
ん
と
き
　
上
下
　

　
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
満
喜
子
の
種
ま
く
日
々玉岡　かおる　著

　
江
戸
時
代
の
本
草
学
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら

そ
う
と
、
荒
俣
宏
が
世
界
中
か
ら
探
し
出
し
た

役
に
立
つ
生
き
も
の
の
数
々
。
地
雷
処
理
班
の

ネ
ズ
ミ
、
石
器
時
代
の
バ
ン
ソ
ウ
コ
ウ
、
ミ
ズ

ゴ
ケ
な
ど
。

荒俣　宏　監修

★
ア
ラ
マ
タ
生
物
事
典

　
い
つ
も
善
意
銀
行
に
預
託
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
1
月
16
日
〜
2
月
15
日
の
期

間
に
次
の
皆
さ
ん
か
ら
預
託
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
　
（
敬
称
略
）

●
供
養
と
し
て

曽
和
美
榮
子
（
小
　
路
）
２
万
円

山
本
　
良
三
（
大
淀
町
）
２
万
円

岡
本
　
幸
男
（
阿
知
賀
）
１
万
円

上
家
　
正
嗣
（
阿
知
賀
）
１
万
円

森
本
　
清
子
（
小
　
路
）
２
万
円

西
本
惠
美
子
（
阿
知
賀
）
３
万
円

本
田
　
勝
義
（
伃
　
邑
）
５
万
円

松
尾
　
幸
代
（
　
谷
　
）
２
万
円

野
木
　
茂
宏
（
植
　
木
）
５
万
円

伴
野
ま
ゆ
み
（
阿
知
賀
）
１
万
円

上
田
　
明
男
（
善
　
城
）
2
万
円

介
護
予
防
普
及
啓
発
講
座

開
催
の
お
知
ら
せ

　
介
護
予
防
と
地
域
で
の
支
援
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

【
第
４
回
】
　

日
時
　

　
３
月
17
日
（
土
）
　
　
　
　
　

　
午
後
１
時
〜

内
容

　
「
こ
れ
か
ら
の
地
域
で
の
介
護

　
予
防
と
支
援
に
つ
い
て
」

講
師

　
大
谷
大
学
社
会
学
科
准
教
授
　

　
志
藤 

修
史 

氏

場
所

　
下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
　
　

　
２
階
研
修
室

参
加
費
　
無
料

対
　
象
　

　
下
市
町
に
居
住
、
若
し
く
は
町

　
内
で
勤
務
さ
れ
て
い
る
方

申
込
方
法

　
３
月
15
日
（
木
）
ま
で
に
地
域

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
電
話

　
く
だ
さ
い
。

　
☎
　
52
０
０
０
１
（
代
）

　
Ｉ
Ｐ
68
9
0
6
4
（
直
通
）

　
介
護
予
防
と
地
域
で
の
支
援
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
目
的
に
開
催
し
ま
す
。

【
第
４
回
】
　

日
時
　

　
３
月
17
日
（
土
）
　
　
　
　
　

　
午
後
１
時
〜

内
容

　
「
こ
れ
か
ら
の
地
域
で
の
介
護

　
予
防
と
支
援
に
つ
い
て
」

講
師

　
大
谷
大
学
社
会
学
科
准
教
授
　

　
志
藤 

修
史 

氏

場
所

　
下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
　
　

　
２
階
研
修
室

参
加
費
　
無
料

対
　
象
　

　
下
市
町
に
居
住
、
若
し
く
は
町

　
内
で
勤
務
さ
れ
て
い
る
方

申
込
方
法

　
３
月
15
日
（
木
）
ま
で
に
地
域

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
電
話

　
く
だ
さ
い
。

　
☎
　
52
０
０
０
１
（
代
）

　
Ｉ
Ｐ
68
9
0
6
4
（
直
通
）
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あきなが     まさき
秋永　勝生 ちゃん
２歳　男の子 （今在家）
平成22年３月15日生まれ

３月の休館日

下
市
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
（
下
市
町
立
図
書
館
）

　
　
　
☎
　
52
１
７
１
１

　
　
　
Ｉ
Ｐ
68
９
０
８
０

★○印が休館日です
★開館時間　木曜日～月曜日
　　　　　　午前９時～午後５時
★休館日の返却は返却ポストへ
　お返しください

おはなし会

　
図
書
館
の
本
の
購
入
費
の
一
部

は
下
市
ふ
る
さ
と
寄
附
金
を
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

３月24日（土）
　 午後２時～

 日 月 火 水 木 金 土

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 

もうすぐお兄ちゃんだね…♥
たくましく育ってネ。

パパ・ママ・おばあちゃんより

４月から幼稚園楽しみだね!！　　　　　
お友達とも仲良く元気に過ごしてね♥　　
　　　　　　　　　　　家族みんなより

うち だ       み  お
内田　美桜 ちゃん
２歳　女の子 （原谷）
平成22年３月21日生まれ

美桜ちゃん大好き！
　　　　　　お兄ちゃんより

兄妹仲良く元気に育ってね♥
　　お父さん・お母さんより

★
ピ
ヨ
ピ
ヨ
　
ハッ
ピ
ー
バ
ー
ス
デ
ー（
絵
本
）工藤　ノリコ　著

　
き
ょ
う
は
５
わ
の
ヒ
ヨ
コ
の
き
ょ
う
だ

い
の
た
ん
じ
ょ
う
び
。
お
お
き
な
ケ
ー
キ

に
お
お
き
な
プ
リ
ン
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
な

に
か
な
！
？

３月生まれのおともだち
はっぴー　ばーすでい

４月に誕生日を迎える３歳までのお子さんの写真を募集
しています。掲載される写真のデジタルデータまたはプリ
ントした写真をお持ちください。
締め切り：３月９日（金）　 情報システム課

 たきもと     る　い
 瀧本　琉偉 ちゃん

３歳　男の子 （小路）平成21年３月９日生まれ

お誕生日おめでとう!！
これからも透和の元気で家族のみんなを
笑顔にしてね♥　　　　パパ・ママより

  まき の       と わ
 牧野　透和 ちゃん

２歳　男の子 （青葉台）平成22年３月３日生まれ
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27（月） 28（火） 29（水） ３/1（木） 2（金） 3（土） 4（日）
吉野三町共同番組
CATVネットワーク　１月

〜お隣の町のちょっと気になる出来事〜

日常生活圏域
ニーズ調査結果報告

介護支援課

ワイドしもいち
一週間のニュース・話題

5（月） 6（火） 7（水） 8（木） 9（金）10（土）11（日）
２月のトピックス
２月に放送したニュース・話題を
総編集でお送りします。

ユートピア保育園発表会

笑顔でがんばる子どもたち
ワイドしもいち
一週間のニュース・話題

求人情報

12（月） 13（火） 14（水） 15（木） 16（金）17（土）18（日）
20 世紀の記録
〜昭和62年３月の映像〜

みんなの学園通信
３月号

２月の学校行事を紹介します

ワイドしもいち
一週間のニュース・話題

19（月） 20（火） 21（水） 22（木） 23（金）24（土）25（日）
町議会定例会

一般質問

町議会定例会
議案審議

ワイドしもいち
一週間のニュース・話題

求人情報

26（月） 27（火） 28（水） 29（木） 30（金）31（土）4/1（日）
希望を胸に巣立つ

中 学 校 卒 業 式
吉野三町共同番組
CATVネットワーク　２月

〜お隣の町のちょっと気になる出来事〜

ワイドしもいち
一週間のニュース・話題

健康だより

　のうご
き

平成24年２月27日～４月１日

放
送
時
間

昼 12：30 から
夕 18：30 から
夜 21：00 から

翌朝   6：30 から

　　　　平成24年１月31日現在

人　口　6,691人（－36）

　男　　3,159人（－21）

　女　　3,532人（－15）

世帯数　2,638世帯（	－8	）

　　　　　（　　）内は前月比

出生	 3人	 死亡	 19人

転入	 6人	 転出	 26人
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※都合により、番組内容・放送時間を変更する場合があります。ご了承ください。

広告を載せませんか 町の広報紙・ホームページ・テレビに有料広告を募集しています。

春分の日


